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１
．
損
害
保
険
業

界
の
自
由
化
前
夜

（
１
９
８
５
年

～
１
９
９
５
年
）

　（
１
）
積
立
型
保
険
の
全

盛
期

　
１
９
８
５
年
か
ら
の
約
10

年
間
は
、
バ
ブ
ル
景
気
と
い

わ
れ
る
経
済
・
社
会
環
境
の

下
、
損
害
保
険
各
社
が
、
積

立
型
保
険
の
販
売
を
積
極
的

に
展
開
し
た
時
期
で
あ
る
。

積
立
型
保
険
は
、
保
険
本
来

の
補
償
機
能
に
加
え
、
満
期

時
に
は
満
期
返
戻
金
が
支
払

わ
れ
る
と
い
う
貯
蓄
機
能
を

併
せ
持
ち
、
保
険
契
約
者
の

ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
。
損
害

保
険
各
社
が
積
立
型
保
険
の

改
定
や
多
様
化
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、

会
員
会
社
合
計
の
元
受
正
味

保
険
料
に
占
め
る
積
立
保
険

料
の
割
合
は
43
％
に
達
し
た

（
１
９
８
６
年
度
）
。

　（
２
）
規
制
緩
和
・
自
由

化
前
夜

　
戦
後
の
損
害
保
険
業
界

は
、
い
わ
ゆ
る
護
送
船
団
方

式
と
い
わ
れ
た
規
制
市
場
に

お
い
て
発
展
し
て
き
た
が
、

日
米
間
の
貿
易
不
均
衡
を
背

景
と
し
て
、
１
９
８
０
年
代

後
半
に
、
米
国
か
ら
損
害
保

険
市
場
の
開
放
を
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し

た
中
、
保
険
分
野
を
交
渉
優

先
分
野
の
一
つ
と
し
て
日
米

間
で
交
渉
が
続
け
ら
れ
た
結

果
、
「
日
本
国
政
府
及
び
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
よ
る

保
険
に
関
す
る
措
置
」
と
し

て
合
意
に
至
っ
た
（
１
９
９

４
年
10
月
）
。

　
こ
の
合
意
で
は
、
わ
が
国

が
講
ず
る
措
置
と
し
て
、
保

険
商
品
・
料
率
の
自
由
化
、

第
三
分
野
へ
の
生
損
保
相
互

乗
り
入
れ
に
つ
い
て
の
激
変

緩
和
措
置
等
が
定
め
ら
れ

た
。

　
ま
た
、
損
害
保
険
業
界
で

は
、
保
険
業
法
の
抜
本
改
正

議
論
を
見
据
え
た
今
後
の
保

険
監
督
の
在
り
方
に
つ
い
て

議
論
が
始
ま
っ
た
。
損
害
保

険
協
会
は
、
業
務
開
発
室
を

新
設
し
（
１
９
８
７
年
４

月
）
、
保
険
法
制
に
関
す
る

専
門
的
、
政
策
的
な
調
査
・

研
究
を
行
っ
た
。

　（
３
）
独
占
禁
止
法
遵
守

の
取
り
組
み

　
こ
の
時
期
、
損
害
保
険
業

界
に
お
い
て
、
独
占
禁
止
法

の
遵
守
強
化
に
つ
な
が
る
二

つ
の
出
来
事
が
発
生
し
た
。

一
つ
は
自
動
車
保
険
修
理
工

賃
協
定
問
題
で
あ
り
、
損
害

保
険
協
会
が
公
正
取
引
委
員

会
か
ら
、
自
動
車
保
険
に
お

け
る
修
理
工
賃
の
単
価
を
会

員
会
社
間
で
協
定
し
た
疑
い

で
、
警
告
（
１
９
９
４
年
10

月
）
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
。

　
損
害
保
険
協
会
は
、
こ
の

警
告
を
受
け
て
、
独
占
禁
止

法
の
基
本
的
な
考
え
方
や
保

険
実
務
に
即
し
た
解
説
と
し

て
「
損
害
保
険
会
社
の
独
占

禁
止
法
遵
守
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

を
作
成
し
（
１
９
９
５
年
11

月
、
現
在
の
「
損
害
保
険
会

社
の
独
占
禁
止
法
遵
守
の
た

め
の
指
針
」
）
、
会
員
各
社

に
周
知
を
図
っ
た
。
ま
た
、

部
門
横
断
の
専
任
の
委
員
会

と
し
て
業
務
運
営
特
別
委
員

会
を
設
置
し
（
１
９
９
６
年

５
月
、
現
在
の
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
委
員
会
）
、
独
占
禁

止
法
の
遵
守
に
取
り
組
む
こ

と
に
な
っ
た
。

　
も
う
一
つ
は
、
日
本
機
械

保
険
連
盟
が
機
械
・
組
立
保

険
の
料
率
に
つ
い
て
カ
ル
テ

ル
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し

て
、
公
正
取
引
委
員
会
か
ら

独
占
禁
止
法
違
反
に
よ
る
排

除
勧
告
を
受
け
た
こ
と
で
あ

る
（
１
９
９
６
年
12
月
）
。

　
同
連
盟
の
加
盟
会
社
の
多

く
が
損
害
保
険
協
会
の
会
員

会
社
で
あ
っ
た
た
め
、
公
正

取
引
委
員
会
か
ら
損
害
保
険

協
会
に
対
し
、
会
員
会
社
へ

の
指
導
要
請
が
あ
っ
た
。
こ

れ
を
受
け
、
損
害
保
険
協
会

と
会
員
会
社
双
方
が
独
占
禁

止
法
を
遵
守
す
る
た
め
の

「
独
禁
法
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定

（
１
９
９
７
年
１
月
）
し
、

そ
の
後
も
独
占
禁
止
法
へ
の

対
応
を
最
重
要
課
題

と
し
て
取
り
組
む
こ

と
に
な
っ
た
。

　（
４
）
大
規
模
災

害
へ
の
対
応

　
１
９
９
１
年
に
は

日
本
列
島
を
横
断
し

た
台
風
19
号
が
各
地

に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら

し
、
保
険
金
支
払
額
の
合
計

は
、
風
水
害
に
対
す
る
保
険

金
と
し
て
は
過
去
最
大
の
５

６
８
０
億
円
に
達
し
た
。
ま

た
、
１
９
９
５
年
に
は
阪
神

・
淡
路
大
震
災
が
発
生
し
、

地
震
保
険
制
度
創
設
以
来
の

最
高
額
（
当
時
）
と
な
る
７

８
３
億
円
の
保
険
金
を
支
払

う
な
ど
、
大
規
模
災
害
に
際

し
迅
速
か
つ
適
正
な
保
険
金

支
払
い
に
努
め
た
。

　（
５
）
損
害
保
険
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
稼
働

　
通
信
回
線
の
自
由
化
等
に

伴
う
高
度
情
報
社
会
に
対
応

し
て
、
損
害
保
険
各
社
を
結

ぶ
デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
共
同
開
発
す
る
た
め
、

損
害
保
険
協
会
に
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
推
進
準
備
室
（
現
在
の

Ｉ
Ｔ
推
進
部
）
を
設
置
し

（
１
９
８
５
年
７
月
）
、
損

害
保
険
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
稼

働
し
た
（
１
９
８
６
年
10

月
）
。
ま
ず
、
自
動
車
保
険

契
約
に
関
す
る
情
報
交
換
業

務
か
ら
開
始
し
、
そ
の
後
、

自
動
車
保
険
の
車
両
・
対
物

事
故
デ
ー
タ
等
を
交
換
す
る

自
動
車
事
故
情
報
交
換
シ
ス

テ
ム
を
稼
働
さ
せ
た
（
１
９

８
８
年
12
月
）
。
こ
れ
に
よ

り
、
相
手
車
両
の
契
約
保
険

会
社
を
早
期
に
確
認
で
き
る

等
、
事
務
処
理
の
円
滑
化
、

保
険
金
支
払
い
の
迅
速
化
に

つ
な
げ
る
と
と
も
に
、
保
険

金
の
重
複
請
求
の
防
止
や
早

期
発
見
が
可
能
と
な
っ
た
。

２
．
損
害
保
険
業

界
の
基
盤
の
再
構
築

（
１
９
９
６
年

～
２
０
０
５
年
）

　（
１
）
規
制
緩
和
・
自
由

化
の
進
展

　
１
９
９
６
年
か
ら
２
０
０

５
年
ま
で
の
約
10
年
間
は
、

規
制
緩
和
・
自
由
化
の
進
展

の
中
で
、
現
在
の
損
害
保
険

業
界
の
基
盤
が
再
構
築
さ
れ

た
時
代
と
い
え
る
。

　
56
年
ぶ
り
と
な
っ
た
保
険

業
法
の
全
面
改
正
（
１
９
９

６
年
４
月
施
行
）
で
は
、
保

険
業
界
を
取
り
巻
く
経
済
・

社
会
環
境
の
変
化
へ
の
対
応

を
目
的
に
、
規
制
緩
和
・
自

由
化
、
健
全
性
の
維
持
、
公

正
な
事
業
運
営
の
確
保
の
三

つ
が
柱
と
さ
れ
、
保
険
商
品

・
料
率
の
一
部
届
出
制
が
導

入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
保
険

契
約
者
保
護
基
金
制
度
の
創

設
や
子
会
社
方
式
に
よ
る
生

損
保
の
相
互
乗
り
入
れ
等
が

実
現
し
た
。

　
規
制
緩
和
・
自
由
化
の
流

れ
は
、
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
構

想
の
提
唱
（
１
９
９
６
年
11

月
）
や
日
米
保
険
協
議
の
決

着
（
同
年
12
月
）
等
に
よ
り

加
速
し
た
。
リ
ス
ク
細
分
型

自
動
車
保
険
が
認
可
さ
れ
た

他
、
通
信
販
売
を
中
心
と
し

た
外
資
系
損
害
保
険
会
社
が

参
入
し
た
。
ま
た
、
金
融
シ

ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
に
よ
り
、
算
定
会
料
率
の

使
用
義
務
が
廃
止
さ
れ
た

（
１
９
９
８
年
７
月
）
。

　（
２
）
損
害
保
険
業
界
の

再
編

　
２
０
０
０
年
代
に
入
る

と
、
規
制
緩
和
・
自
由
化
の

進
展
や
海
外
保
険
会
社
と
の

競
争
等
に
よ
り
、
規
模
の
拡

大
や
低
コ
ス
ト
化
の
必
要
性

が
高
ま
り
、
損
害
保
険
会
社

の
合
併
や
経
営
統
合
が
促
さ

れ
た
。

　（
３
）
損
害
保
険
協
会
の

取
り
組
み
の
変
化

　
従
来
、
損
害
保
険
協
会
の

主
な
業
務
の
一
つ
に
、
会
員

会
社
向
け
の
委
員
会
活
動
が

あ
っ
た
。
各
種
委
員
会
で

は
、
業
界
課
題
が
論
議
さ

れ
、
そ
の
結
果
を
業
界
ル
ー

ル
と
し
て
定
め
る
も
の
も
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
業
界
ル
ー

ル
は
、
独
占
禁
止
法
の
観
点

か
ら
、
ほ
と
ん
ど
が
廃
止
さ

れ
、
委
員
会
活
動
も
大
幅
に

見
直
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
業
界
ル
ー

ル
等
の
遵
守
状
況
を
監
査
し

て
き
た
監
査
室
（
１
９
５
７

年
設
置
）
も
廃
止
さ
れ
た

（
１
９
９
７
年
３
月
）
。

　
損
害
保
険
業
界
を
取
り
巻

く
環
境
が
変
化
す
る
中
、
損

害
保
険
協
会
は
、
初
め
て
中

期
事
業
計
画
（
１
９
９
８
年

度
～
２
０
０
０
年
度
の
３
か

年
計
画
）
を
策
定
し
、
会
員

会
社
向
け
を
主
体
に
し
た
活

動
か
ら
、
社
会
に
開
か
れ
た

活
動
へ
と
シ
フ
ト
し
た
。

３
．
消
費
者
保
護

の
推
進

（
２
０
０
６
年
～
）

　（
１
）
消
費
者
保
護
の
推

進

　
２
０
０
６
年
か
ら
の
10
年

間
は
、
消
費
者
保
護
の
推
進

の
時
代
で
あ
っ
た
。

　
消
費
者
契
約
法
が
施
行

（
２
０
０
１
年
４
月
）
さ
れ

る
等
、
消
費
者
保
護
の
潮
流

が
拡
大
す
る
中
、
損
害
保
険

業
界
で
は
２
０
０
５
年
か
ら

２
０
０
７
年
に
か
け
て
、
自

動
車
保
険
を
中
心
と
し
た
付

随
的
な
保
険
金
の
支
払
い
漏

れ
等
の
問
題
が
発
生
し
、
損

害
保
険
各
社
は
、
経
営
管
理

態
勢
の
見
直
し
等
、
業
務
品

質
の
向
上
に
取
り
組
ん
だ
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
損

害
保
険
協
会
は
、
外
部
か
ら

の
意
見
等
を
損
害
保
険
各
社

の
業
務
改
善
に
反
映
さ
せ
る

た
め
に
、
有
識
者
を
メ
ン
バ

ー
と
す
る
「
消
費
者
の
声
」

諮
問
会
議
を
設
置
し
（
２
０

０
６
年
９
月
、
現
在
の
お
客

様
の
声
・
有
識
者
諮
問
会

議
）
、
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
策
定
、
代
理
店
試
験
制
度

の
改
革
等
の
消
費
者
視
点
に

立
っ
た
各
種
施
策
を
実
施
し

た
。

　
ま
た
、
損
害
保
険
協
会

は
、
２
０
１
０
年
に
改
正
さ

れ
た
保
険
業
法
に
基
づ
き
、

そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
を

設
置
し
（
同
年
10
月
）
、
指

定
紛
争
解
決
機
関
と
し
て
、

苦
情
解
決
手
続
お
よ
び
紛
争

解
決
手
続
の
業
務
を
開
始
し

た
。

　（
２
）
損
害
保
険
協
会
の

一
般
社
団
法
人
へ
の
移
行

　
公
益
法
人
制
度
の
抜
本
的

改
革
に
伴
い
、
損
害
保
険
協

会
は
一
般
社
団
法
人
へ
移
行

し
た
（
２
０
１
２
年
４

月
）
。

　（
３
）
損
害
保
険
業
務
の

共
通
化
・
標
準
化

　
保
険
の
自
由
化
に
よ
り
損

害
保
険
会
社
間
の
競
争
が
進

む
中
、
消
費
者
利
便
の
向
上

と
業
務
効
率
化
の
観
点
か

ら
、
損
害
保
険
協
会
は
、
重

要
事
項
説
明
書
等
の
標
準
化

・
簡
素
化
、
火
災
保
険
や
自

賠
責
保
険
分
野
に
お
け
る
事

務
処
理
お
よ
び
帳
票
類
等
の

共
通
化
・
標
準
化
な
ど
に
取

り
組
ん
だ
（
２
０
１
２
年
度

～
）
。

　（
４
）
相
次
ぐ
大
規
模
災

害
へ
の
対
応

　
２
０
１
１
年
３
月
に
は
家

計
地
震
保
険
の
最
高
の
保
険

金
支
払
額
を
記
録
し
た
東
日

本
大
震
災
（
平
成
23
年
東
北

地
方
太
平
洋
沖
地
震
）
が
発

生
し
た
（
注
１
）
。
ま
た
、

２
０
１
６
年
４
月
に
発
生
し

た
熊
本
地
震
は
、
家
計
地
震

保
険
に
お
い
て
東
日
本
大
震

災
に
次
ぐ
規
模
の
災
害
と
な

っ
た
（
注
２
）
。
こ
う
し
た

大
規
模
災
害
に
対
し
て
、
損

害
保
険
業
界
は
、
迅
速
か
つ

適
正
な
保
険
金
支
払
い
を
行

う
と
と
も
に
、
保
険
の
普

及
、
災
害
を
通
じ
て
得
た
教

訓
を
生
か
し
た
制
度
の
改
定

お
よ
び
防
災
・
減
災
へ
の
取

り
組
み
を
進
め
た
。

（
つ
づ
く
）

◇

　（
注
１
）
地
震
保
険
の
保

険
金
支
払
額
は
、
２
０
１
６

年
３
月
31
日
現
在
で
１
兆
２

７
０
６
億
円
。

　（
注
２
）
地
震
保
険
の
保

険
金
支
払
額
は
、
２
０
１
７

年
３
月
31
日
現
在
で
３
７
７

３
億
円
。

　【
文
責
：
日
本
損
害
保
険

協
会
】

　
本
特
集
で
は
、
日
本
損
害
保
険
協
会
が
創
立
１
０
０
周
年
に
あ
た
り
刊
行
し
た
「
日
本
損
害
保
険
協
会
百
年
史
」
を

も
と
に
、
同
協
会
の
歩
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
１
回
で
は
、
協
会
創
立
か
ら
１
９
８
５
年
ま
で
の
歴
史
を
簡
単
に
振

り
返
っ
た
。
第
２
回
の
今
回
は
、
１
９
８
５
年
以
降
の
30
年
間
を
概
観
す
る
。

損保協会作成の記念ロゴ

特
集　

 

損
保
協
会  

～
１
０
０
年
の
あ
ゆ
み
～

１
９
８
５
年
～
２
０
１
６
年
の
沿
革

―
自
由
化
前
夜
か
ら
現
在
ま
で
―

【第２回】

1985年～2016年の沿革　関連年表
年 協会の主な出来事 損害保険業界をめぐる主な動き

1985 ・ネットワーク推進準備室を設置

1986 ・損害保険ネットワーク（自動車保険契約
情報交換業務）を稼動

1987 ・業務開発室を設置

1988 ・損害保険ネットワーク（自動車事故情報
交換システム）を稼動

1991 ・台風19号が日本列島を縦断

1994 ・公正取引委員会から自動車保険修理工
賃の件で警告

・「日本国政府及びアメリカ合衆国政府に
よる保険に関する措置」が合意

1995 ・「損害保険会社の独占禁止法遵守マニュ
アル」を作成 ・阪神・淡路大震災が発生

1996
・業務運営特別委員会を設置
・公正取引委員会から会員会社の独占禁
止法遵守について指導要請

・改正保険業法施行
・金融ビッグバン構想の提唱
・日米保険協議が決着
・公正取引委員会が日本機械保険連盟に独
占禁止法違反で勧告

1997
・独禁法コンプライアンス・プログラム
を作成

・監査室を廃止

1998 ・初めて中期事業計画を策定 ・算定会料率の使用義務が廃止

2001 ・消費者契約法施行

2005 ・金融庁が損害保険会社に付随的な保険
金支払漏れの報告を徴求

2006 ・「消費者の声」諮問会議を設置

2010 ・そんぽ ADRセンターを設置 ・保険法施行

2011 ・東日本大震災が発生

2012 ・一般社団法人へ移行

2016 ・熊本地震が発生
・改正保険業法施行


